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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和2年3月26日(2020.3.26)

【公表番号】特表2019-509999(P2019-509999A)
【公表日】平成31年4月11日(2019.4.11)
【年通号数】公開・登録公報2019-014
【出願番号】特願2018-543712(P2018-543712)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  35/28     (2015.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  35/50     (2015.01)
   Ａ６１Ｋ  35/54     (2015.01)
   Ａ６１Ｋ  35/35     (2015.01)
   Ｃ１２Ｎ   5/077    (2010.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   35/28     　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/04     　　　　
   Ａ６１Ｋ   35/50     　　　　
   Ａ６１Ｋ   35/54     　　　　
   Ａ６１Ｋ   35/35     　　　　
   Ｃ１２Ｎ    5/077    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年2月14日(2020.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳がんを治療する方法における使用のための接着性間質細胞（ＡＳＣ）であって、前記
ＡＳＣが胎盤組織に起源する、ＡＳＣ。
【請求項２】
　前記ＡＳＣが３次元（３Ｄ）培養から取得されている、請求項１に記載の、使用のため
のＡＳＣ。
【請求項３】
　前記３Ｄ培養が、前記３Ｄ培養の過程の間中、組成が変えられない培地を利用する、請
求項２に記載の、使用のためのＡＳＣ。
【請求項４】
　前記３Ｄ培養のインキュベーション培地に、１以上の炎症促進性サイトカインが添加さ
れる、請求項２に記載の、使用のためのＡＳＣ。
【請求項５】
　前記３Ｄ培養が：（ａ）ＡＳＣを３Ｄ培養装置中、第一の増殖培地であって、炎症性サ
イトカインが添加されていない、前記第一の増殖培地中でインキュベートすること；及び
、（ｂ）その後、前記ＡＳＣを３Ｄ培養装置中、第二の増殖培地であって、前記１以上の
炎症促進性サイトカインが添加されている、前記第二の増殖培地中でインキュベートする
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こと、を含む、請求項４に記載の、使用のためのＡＳＣ。
【請求項６】
　前記１以上の炎症促進性サイトカインが腫瘍壊死因子アルファ（ＴＮＦ－α）又はイン
ターフェロン・ガンマ（ＩＦＮ－ガンマ）を含む、請求項４に記載の、使用のためのＡＳ
Ｃ。
【請求項７】
　前記３Ｄ培養が、３Ｄバイオリアクターを含む装置中で行われる、請求項２～６のいず
れか一項に記載の、使用のためのＡＳＣ。
【請求項８】
　前記３Ｄ培養が、線維性ベッドマトリクスを含む装置中で行われ、前記繊維性ベッドマ
トリクスが合成接着性材料を含む、請求項２～７のいずれか一項に記載の、使用のための
ＡＳＣ。
【請求項９】
　前記ＡＳＣが、前記３Ｄ培養に先立って、２Ｄ接着性細胞培養装置中でインキュベート
されている、請求項２～８のいずれか一項に記載の、使用のためのＡＳＣ。
【請求項１０】
　前記ＡＳＣが少なくとも主に母体細胞である、請求項１～９のいずれか一項に記載の、
使用のためのＡＳＣ。
【請求項１１】
　前記ＡＳＣが少なくとも主に胎児細胞である、請求項１～９のいずれか一項に記載の、
使用のためのＡＳＣ。
【請求項１２】
　前記乳がんが三重陰性である、請求項１～１１のいずれか一項に記載の、使用のための
ＡＳＣ。
【請求項１３】
　前記ＡＳＣが全身に投与される、請求項１～１２のいずれか一項に記載の、使用のため
のＡＳＣ。
【請求項１４】
　前記ＡＳＣが腫瘍内に投与される、請求項１～１２のいずれか一項に記載の、使用のた
めのＡＳＣ。
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